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   川崎市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

 川崎市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年川崎市規則第７１号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条中「意義は」を「意義及び字句の意味は」に、「例による」を「意義

及び字句の意味によるものとする」に改める。 

 第１５条の次に次の４条を加える。 

 （乳児等支援給付認定の申請） 

第１５条の２ 法第３０条の１５第１項の規定により認定を受けようとする支

給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等支援給付認定申請書（第１８

号様式の２）を市長に提出しなければならない。 

 （乳児等支援給付認定申請の却下の通知） 

第１５条の３ 市長は、乳児等のための支援給付を受ける資格がないと認めた

ときは、乳児等支援給付認定申請却下通知書（第１８号様式の３）により乳

児等支援給付認定の申請をした者に通知するものとする。 

 （乳児等支援給付認定の変更） 

第１５条の４ 法第３０条の１７第１項の規定により乳児等支援給付認定の変

更の届出をしようとする乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定

変更届（第１８号様式の４）を市長に提出しなければならない。 

 （乳児等支援給付認定の取消しの通知） 

第１５条の５ 市長は、法第３０条の１８第１項の規定により乳児等支援給付

認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付認定取消通知書（第１８号様

式の５）により当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に通知するもの

とする。 

 第１６条の見出し中「又は特定地域型保育事業」を「、特定地域型保育事業 

者又は特定乳児等通園支援事業者」に改め、同条第３項中「又は法第４３条第 



１項」を「、第４３条第１項又は第５４条の２第２項」に、「特定教育・保育 

施設・特定地域型保育事業者確認通知書」を「特定教育・保育施設・特定地域 

型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認通知書」に、「特定教育・保育 

施設・特定地域型保育事業者確認申請却下通知書」を「特定教育・保育施設・ 

特定地域型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書」に改 

め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 法第５４条の２第２項に規定する申請は、特定乳児等通園支援事業者確認

（変更）申請書（第２０号様式の２）により行うものとする。 

第１７条の見出し中「又は特定地域型保育事業」を「、特定地域型保育事業 

者又は特定乳児等通園支援事業者」に改め、同条第３項中「第４４条」の次に

「（法第５４条の３において準用する場合を含む。）」を加え、「特定教育・

保育施設・特定地域型保育事業者確認変更通知書」を「特定教育・保育施設・

特定地域型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書」に、「特

定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請却下通知書」を「特定

教育・保育施設・特定地域型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認変更

申請却下通知書」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項

を加える。 

３ 法第５４条の３において準用する法第４４条の規定による確認の変更の申

請は、特定乳児等通園支援事業者確認（変更）申請書により行うものとする

。 

第１８条の見出し中「又は特定地域型保育事業」を「、特定地域型保育事業 

者又は特定乳児等通園支援事業者」に改め、同条第１項中「法第５２条第１項

」を「第５２条第１項（法第５４条の３において準用する場合を含む。）」に

、「特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認取消通知書」を「特定教

育・保育施設・特定地域型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認取消通



知書」に、「又は特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者又は特

定乳児等通園支援事業者」に改め、同条第２項中「法第５２条第１項」を「第

５２条第１項（法第５４条の３において準用する場合を含む。）」に、「特定

教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認停止通知書」を「特定教育・保育

施設・特定地域型保育事業者・特定乳児等通園支援事業者確認停止通知書」に

、「又は特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者又は特定乳児等

通園支援事業者」に改める。 

 別表第２中「（政令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子どもをい

う。以下同じ。）」を削る。 

様式目次中 

「 

１８ 

１９ 

 

２０ 

 

２１ 

 

２２ 

 

２３ 

 

２４ 

 

２５ 

 

２６ 

 

施設等利用給付認定取消通知書 

特定教育・保育施設確認（変更）申請書 

 

特定地域型保育事業者確認（変更）申請

書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者確認通知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者確認申請却下通知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者確認変更通知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者確認変更申請却下通知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者確認取消通知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者確認停止通知書 

 

第１５条 

第１６条第１項、 

第１７条第１項 

第１６条第２項、 

第１７条第２項 

第１６条第３項 

 

第１６条第３項 

 

第１７条第３項 

 

第１７条第３項 

 

第１８条第１項 

 

第１８条第２項 

 

                                  」 

を 

「 

１８ 

１８の２ 

施設等利用給付認定取消通知書 

乳児等支援給付認定申請書 

第１５条 

第１５条の２ 



１８の３ 

１８の４ 

１８の５ 

１９ 

 

２０ 

 

２０の２ 

 

２１ 

 

 

２２ 

 

 

２３ 

 

 

２４ 

 

 

２５ 

 

 

２６ 

 

 

乳児等支援給付認定申請却下通知書 

乳児等支援給付認定変更届 

乳児等支援給付認定取消通知書 

特定教育・保育施設確認（変更）申請書 

 

特定地域型保育事業者確認（変更）申請

書 

特定乳児等通園支援事業者確認（変更）

申請書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者・特定乳児等通園支援事業者確認通

知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者・特定乳児等通園支援事業者確認申

請却下通知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者・特定乳児等通園支援事業者確認変

更通知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者・特定乳児等通園支援事業者確認変

更申請却下通知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者・特定乳児等通園支援事業者確認取

消通知書 

特定教育・保育施設・特定地域型保育事

業者・特定乳児等通園支援事業者確認停

止通知書 

第１５条の３ 

第１５条の４ 

第１５条の５ 

第１６条第１項、 

第１７条第１項 

第１６条第２項、 

第１７条第２項 

第１６条第３項、 

第１７条第３項 

第１６条第４項 

 

 

第１６条第４項 

 

 

第１７条第４項 

 

 

第１７条第４項 

 

 

第１８条第１項 

 

 

第１８条第２項 

 

                                  」 

に改める。 

 第１号様式の７中 

「 

  

              」 

を 

「 

  

              」 



に、 

「 

  

 

 

 

 

             

  

 

 

            」 

を 

「 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            」 

に改める。 



第１２号様式中 

「 

  

           」 

を 

「 

  

           

 

 

 

 

 

 

          」 

に改める。 

第１３号様式中 

「 



  

 

                         

  

 

 

          

  」 

を 

「 

  

  

  

            

 

 

 

 」 

に改める。 

第１８号様式の次に次の４様式を加える。 

                         

 

 

 

 



第１８号様式の２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１８号様式の３   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１８号様式の４ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１８号様式の５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２０号様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２０号様式の２ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第２１号様式から第２６号様式まで次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２１号様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２２号様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２３号様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２４号様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２５号様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２６号様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる

。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


